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プ
ー
チ
ン
は
ク
リ
ミ
ア
侵

攻
に
引
き
続
き
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
へ
の
執
拗
な
軍
事
侵
攻
を

続
け
、
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
等
で

社
会
イ
ン
フ
ラ
を
破
壊
し
原

子
力
発
電
所
を
も
標
的
に
し

た
。
無
抵
抗
な
民
間
人
を
殺

傷
す
る
等
多
く
の
尊
い
命
と

幸
せ
な
生
活
、
希
望
を
奪
い

去
っ
た
最
悪
の
犯
罪
だ
▼
東

日
本
大
震
災
か
ら
11
年
が
経

過
し
た
が
廃
炉
へ
の
目
処
は

立
っ
て
い
な
い
。
原
発
事
故

は
自
然
災
害
だ
け
で
な
く
軍

事
攻
撃
で
も
起
こ
り
得
る
事

を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
示
し

て
い
る
▼
Ｇ
７
諸
国
も
軍
事

侵
攻
を
批
判
し
、
大
規
模
な

経
済
制
裁
を
始
め
た
。
ロ
シ

ア
国
内
で
は
言
論
統
制
と
人

権
侵
害
、
そ
し
て
恐
怖
政
治

が
露
わ
に
な
っ
た
。
北
方
領

土
や
日
本
近
海
で
多
数
の
軍

艦
を
航
海
さ
せ
軍
備
増
強
を

誇
示
す
る
事
で
力
に
よ
る
ウ

ク
ラ
イ
ナ
併
合
を
世
界
に
認

め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か

の
よ
う
だ
▼
今
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
経
済
危
機
が
目
前
に
迫
っ

て
い
る
。
国
は
財
源
を
確
保

し
医
療
提
供
体
制
と
保
健
所

機
能
を
強
化
す
る
事
で
、
有

事
で
あ
る
コ
ロ
ナ
感
染
対
策

を
更
に
充
実
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
為
に
も
医
療
機

関
経
営
を
安
定
さ
せ
社
会
保

障
と
医
療
充
実
に
全
力
を
上

げ
る
べ
き
だ
。更
に
、疲
弊
し

て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々

や
医
療
従
事
者
へ
生
活
物
資

の
支
援
が
必
要
だ
。

加藤 康夫

（
Ｋ
Ｔ
）
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主な目次　
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●
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●
働
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心
構
え
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時
論「
20
年
先
を
見
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え
た

診
療
体
制
の
構
築
を
」

●
…
面
２

●
…
面
３

●
…
面
４

動画のご案内
　医科は、3月21日に全国保険医団体連合会（保団連）で開催の「2022年度新点
数検討会」の模様を収録した動画を配信いたします。歯科においては、3月28日に本
会が開催した「歯科点数検討会」の録画を配信いたします。
　下記URLまたはQRコードよりIDとパスワードを入力することで動画配信サイトに
アクセス可能です。
　動画のご視聴に関しては、テキスト「点数表改定のポイント」（医科）、「改定の要点
と解説」（歯科）をご参照ください。

医科・歯科点数検討会

読
後
感

●

初
・
再
診
料
の

　
　
　
　

引
き
上
げ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

　
　
　
　
　
の
推
進

在
宅
歯
科
医
療
の

　
　

評
価
の
見
直
し

Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ⅰ
・
Ⅱ

　
　
　
　

の
統
合

金
パ
ラ
随
時
改
定
が
変
動
幅

に
関
係
な
く
年
４
回
に
変
更

全
道
か
ら
６
０
０
人
が
参
加

歯　科
新点数検討会

　

３
月
28
日
、
歯
科
点
数
検
討
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
、
６
０
０
人
を
超

え
る
会
員
が
聴
講
し
た
。
今
次
改
定
で
も
保
険
医
会
・
保
団
連
が
要
求
し
て

き
た
、Ｓ
Ｐ
Ｔ
の
算
定
要
件
の
一
本
化
、
総
合
医
療
管
理
加
算
の
施
設
基
準
廃

止
が
行
わ
れ
、
処
置
、
歯
冠
修
復
・
欠
損
補
綴
な
ど
の
複
数
項
目
で
若
干
の

点
数
引
き
上
げ
が
さ
れ
た
。

歯科
2022年改定の要点と解説

（税込・送料別）2,000円 （税込・送料別）2,000円

医科
点数表改定のポイント
（2022年4月版）

▲講演する田辺歯科副部長
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20
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科
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子
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二類感染症患者入院診療加算が
7月まで延長されました！
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本
日
は
、お
日
柄
も
よ
く

原 

田 

マ 

ハ 

著

徳 

間 

書 

店

赤ちゃんから
年配の方まで

森　眞人 先生
上ところ診療所　オホーツク支部134134

略歴
　東京都出身。1999年秋田大学医学部卒
業。社会医療法人明和会中通総合病院など
で勤務後、2013年に上ところ診療所を開
院。

（
大
岩
）

（
聞
き
手
　
事
務
局
田
中
）

働
き
や
す
い
職
場
作
り
の
心
構
え
を
学
ぶ

二類感染症患者入院診療加算

旧取扱い：３月末まで ７月末まで延長
（250点）

開
業
医
の
た
め
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー
　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
編

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
２
年
度
準
備
に
つ
い
て

　
・  

２
０
２
１
年
度
活
動
報
告
、
２
０
２
２

　

  

年
度
予
算
要
求
、
２
０
２
２
年
度
活
動

　

  

方
針
の
二
次
案
に
つ
い
て
の
確
認
を

　

  

行
っ
た
。

　
・  

次
年
度
の
研
修
会
等
の
開
催
に
つ
い
て

　

  

今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

②
そ
の
他

　

 

・ （
４
／
５
号
）「
歯
科
保
険
診
療
研
究
」
原
稿

　

   

の
確
認

第
11
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
2
月
9
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

第
1
回
歯
科
部
担
当
理
事
会　
　
　
　
　

…

4
月
13
日（
水
）午
後
７
時

▶
須
田
布
美
子
先
生

　2022年3月20日号の「保険診療研究」にて、二類感染症患者入院診療加算
を「同年３月末で廃止になる」と紹介いたしましたが、その後、事務連絡「新型コ
ロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その68）」で
算定期間の延長が示されました。
　診療・検査医療機関として公表している医療機関が新型コロナウイルス感染
症の疑い患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場
合に算定できます。事務連絡の詳細は本会または厚労省ＨＰをご確認下さい。

難聴（児）者への支援拡充を求め
市町村へ要請
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2022年改定におけるQ&A
（3/4厚労省資料より改編）

①「新興感染症」とはHIV、COVID-19等を含めた新興感染症をいう
②［経過措置］として、令和４年３月31日において、現に歯科点数
　表の初診料の注１の届出を行っている保険医療機関について
は、令和５年３月31日までの間に限り、１の(3)及び（4）の基準を
満たしているものとみなす。ただし、令和３年４月１日から令和４
年３月31日の間に（3）の研修を受講した者については、当該研
修を受けた日から２年を経過する日までは当該基準を満たして
いるものとみなす。

　歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準 第2の７ １
（３）「院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に
対する対策の研修」の受講が追加されたが、
　①「新興感染症」とはどのようなものか？
　②現時点で当該施設基準を届出済みの医療機関は、どのよう
　　に対応すべきか？

Q1

A1

※上記はR.4月の診療報酬改定後の1回目の7月随時改定の場合

【歯科初診料及び歯科再診料について】 

　口腔細菌定量検査に係る特定診療報酬算定医療機器（Ａ２）
の定義として、以下のように示されている。
　一般的名称：微生物定量分析装置
　その他の条件：舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下
　部の唾液を検体として微生物を定量することが可能なもの
　※現時点では「Panasonic社製の口腔内細菌カウンタ」が該当する

　施設基準に「当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置
を備えていること」とあるが、どのようなものか？

Q1

A1

【口腔内細菌定量検査について】 

　手術用顕微鏡加算（手顕微加）の施設基準を届け出た医療機関
が、3根管以上もしくは樋状根に対し歯科用３次元エックス線断層
撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微
鏡を用いて根管治療を行う場合に、Ｎｉ－Ｔｉロータリーファイル
を装着した能動型機器を併用し、根管壁を回転切削することにより
根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
　単にＮｉ－Ｔｉロータリーファイルを使用しただけでは、この
加算の算定は不可となる。

　加圧根管充填処置に対してＮｉ－Ｔｉロータリーファイル加
算が新設されたが、どのような場合が対象となるのか？

Q1

A1

　素材価格の変動状況を踏まえ、変動幅に関わらず、素材価格に
応じて年4回（4月、7月、10月、1月）改定を行うなどの見直しを行
うこととなった。また、前回改定以降、改定２カ月前までの平均素
材価格を使用して計算することが明示された。

　歯科用貴金属の随時改定の方法が変更になったが、どのよう
に変わったのか？

Q1

A1

【Ｎｉ－Ｔｉロータリーファイル加算について】 

　ＣＡＤ／ＣＡＭインレーの対象は以下のとおりである。
　イ　小臼歯に使用する場合
　ロ　上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持
　　　がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等に
　　　おいて第一大臼歯に使用する場合
　ハ　歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に
　　　おいて、大臼歯に使用する場合（医科の保険医療機関又
　　　は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療
　　　情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく
　　　場合に限る）

　ＣＡＤ／ＣＡＭインレーが新設されたが、大臼歯にも算定可能か？Q1

A1

　令和４年３月31日において現にCAD/CAM冠の点数を算定し
ていた保険医療機関であれば新たに届出は必要ない。

　施設基準の届出はどのように対応すべきか？Q2

A2

【ＣＡＤ／ＣＡＭインレーについて】 

【歯科用貴金属の随時改定の方法について】 

　施設基準が廃止されたことにより、すべての医療機関で要件を
満たせば算定可能。
　また、管理対象となる患者に「HIV感染症の患者」が追加された。
　歯科治療時医療管理料（医管）は引き続き施設基準の届出が
必要。

　算定要件として、注11の施設基準の文言が削除されたが、ど
のように変更されたか？

Q1

A1

【歯科疾患管理料の総合医療管理加算について】 

『旧基準・新基準にかかる研修の有効期間』

『平均素材価格参照期間と価格改定例』

　かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定
期治療を開始した場合は、この限りでなく、連月の算定が可能と
なる。

　「２回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌
月の初日から起算して２月を経過した日以降に行う」とあるが、
SPTⅡを算定していた患者に対して必要がある場合は連月の算
定は可能か？

Q1

A1

【歯周病安定期治療について】 

　従前は、「区分番号Ｃ０００に掲げる歯科訪問診療料を算定
し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者」で
あったが、改定後は「歯科疾患管理料（注10に規定するエナメル
質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く）を算定し、初期の根
面う蝕に罹患している65歳以上の患者」と対象患者の範囲が広
がり外来でも算定可能となった。

　「２　在宅等療養患者の場合」が「２　初期の根面う蝕に罹
患している患者の場合」となったが、どのように変わったのか？

Q1

A1

【フッ化物歯面塗布処置について】 

旧基準の研修
R4.3.31以前に受講

～R3.4.1 ～R4.3.31

R3.4.1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

～R5.3.31

R4.3.31

～R6.3.31

R5.3.31

～R8.3.31

R6.3.31

旧基準の研修
R3.4.1～R4.3.31

に受講

新基準の研修を受講 受講から4年間有効

令和5年3月末日まで有効

受講から2年間有効受講期間

変
更
前

変
更
後

随時改定Ⅱ変動率±15％を超える

随時改定変動率に関わらず

改定なし変動率±15％を超えない
参照期間（1～3月）

参照期間（2～4月）

3か月

2か月




